
○大木町地球温暖化対策支援補助金交付要綱 

平成27年３月31日 

告示第15号 

（目的） 

第１条 この要綱は、地球温暖化対策に貢献する設備を導入する者に対し、大

木町地球温暖化対策支援補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

を目的とし、その交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補

助金交付規則（平成17年大木町規則第６号）の定めるところによる。 

（補助金の交付対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、大木町に住所を有する者又は大木町に住所を

有する予定の者（申請日の属する年度の末日までに大木町に転入する予定の

者をいう。別表の（１）から（３）までに限る。）であって、大木町税条例

（昭和37年大木町条例第３号）第３条に規定する町税及び大木町国民健康保

険税条例（昭和46年大木町条例第14号）に規定する国民健康保険税を滞納し

ていないものとする。 

（補助対象設備等） 

第３条 補助金の対象設備、要件及び補助金の額は、別表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該補助対象設備等について、既に大木町が交

付する他の補助金等を受けている又は受ける予定である者は、この補助金の

対象としない。ただし、大木町ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス普及促進

事業補助金交付要綱（令和３年大木町告示第69号）による補助金を除く。 

３ 第１項の規定にかかわらず、令和６年３月31日以前に当該補助対象設備の

設置等について契約を締結しているものは、この補助金の対象としない。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大

木町地球温暖化対策支援補助金交付申請書（様式第１号。次条において「申

請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 設備の設置場所を示す地図 

(2) 設備の設置前の現況写真 



(3) 設備の経費内訳が明記されている見積書の写し 

(4) 設備の仕様が分かるパンフレット等 

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定等） 

第５条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交

付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、当該申請

者に大木町地球温暖化対策支援補助金交付決定通知書（様式第２号。次条に

おいて「決定通知書」という。）を送付することにより通知するものとする。 

２ 申請者は、前項の規定による決定通知書を受けた後に、補助対象設備等の

設置等に着手（別表（４）の電気自動車においては、購入契約の締結をいう。）

しなければならない。 

（交付申請内容の変更） 

第６条 前条の規定により決定通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、第４条の規定により申請した内容を変更しようとするときは、あらかじ

め、大木町地球温暖化対策支援補助金交付申請変更等承認申請書（様式第３

号）に変更内容が確認できる資料を添えて、これらを町長に提出しなければ

ならない。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その可否につい

て、大木町地球温暖化対策支援補助金交付申請変更等承認（不承認）書（様

式第４号）を交付決定者に送付することにより通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条 交付決定者は、補助事業が完了した日から30日以内又は第５条の規定

により交付決定を受けた日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、大

木町地球温暖化対策支援補助金実績報告書（様式第５号。次条において「実

績報告書」という。）に、次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出し

なければならない。 

(1) 設備の設置費に係る領収書の写し及び内訳書の写し 

(2) 竣工検査の試験記録書の写し等、確実に稼動していることを示すもの 

(3) 設備の保証書の写し 

(4) 設備の設置状態を示す写真 



(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（交付額の確定） 

第８条 町長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、適当で

あると認めるときは、補助金の交付額を確定し、大木町地球温暖化対策支援

補助金交付額確定通知書（様式第６号。次条において「確定通知書」という。）

を交付決定者に送付することにより、通知するものとする。 

（交付請求等） 

第９条 交付決定者は、前条に規定する確定通知を受けたときは、大木町地球

温暖化対策支援補助金交付請求書（様式第７号）を町長に提出することによ

り補助金を請求するものとする。 

２ 町長は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に請求書に記載

された振込先に補助金に相当する額を入金することにより補助金を交付する

ものとする。 

（交付決定の取り消し等） 

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 申請内容を取り下げたとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(5) 前各号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、大木町

地球温暖化対策支援補助金交付決定取消通知書（様式第８号）を交付決定者

に送付することにより通知するものとする。 

３ 前２項の規定（第１項第１号を除く。）は、補助金を交付した後において

も適用する。この場合において、町長は、大木町地球温暖化対策支援補助金

返還命令書（様式第９号。次項において「命令書」という。）を交付決定者

に送付することにより返還を命ずるものとする。 

４ 交付決定者は、前項に規定する命令を受けたときは、命令書に記載のある

期間内に当該補助金を町長に返納しなければならない。 



（雑則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、町長

が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

改正文（平成28年告示第15号）抄 

平成28年４月１日から施行する。この告示による改正後の大木町地球温暖化

対策支援補助金交付要綱第３条第５号及び第４条第１項第２号の規定は、施行

の日以後に申請された補助金について適用し、同日前に申請された補助金につ

いては、なお従前の例による。 

改正文（平成29年告示第25号）抄 

平成29年４月１日から施行する。この告示による改正後の大木町地球温暖化

対策支援補助金交付要綱第３条第７号及び第８条第３号の規定は、施行の日以

後に申請された補助金について適用し、同日前に申請された補助金については、

なお従前の例による。 

附 則（令和２年告示第24号）抄 

令和２年４月１日から施行する。この告示による改正後の大木町地球温暖化

対策支援補助金交付要綱の規定は、施行の日以後に申請された補助金について

適用し、同日前に申請された補助金については、なお従前の例による。 

改正文（令和３年告示第33号）抄 

令和３年４月１日から施行する。 

改正文（令和３年告示第70号）抄 

公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

改正文（令和５年告示第43号）抄 

令和５年４月１日から施行する。 

改正文（令和６年告示第36号）抄 

令和６年４月１日から施行する。 

改正文（令和７年告示第25号）抄 

令和７年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 



対象設備等 要件 補助金の額 

（１） 太陽熱利

用システム設

備 

大木町に所在

又は建築する

住宅（賃貸の用

に供するもの

を除く。）に用

いる未使用の

設備 

自然循環型又は強制循環型の太

陽熱温水器 

５万円 

（２） 定置用蓄

電システム設

備 

次のいずれにも該当するもの 

ア 太陽光発電システム設備と

常時接続しているもの 

イ 蓄電容量の合計が４kWh以

上であるもの 

ウ 製造者による保証期間が10

年以上あるもの 

一律10万円 

（３） 電気自動

車等充給電シ

ステム設備 

次のいずれにも該当するもの 

ア 太陽光発電システム設備と

常時接続しているもの 

イ 一般社団法人次世代自動車

振興センターが実施する補助

の補助対象V２H充放電設備一

覧に記載されているもの又は

CHAdeMO協議会の認証を受け

ているもの 

ウ 電気自動車等の自動車検査

証における使用の本拠の位置

が、電気自動車等充給電シス

テム設備の設置場所と同一で

あるもの 

（４） 電気自動

車 

町内に保管場

所がある未使

用の車両 

次のいずれにも該当するもの。 

ア 申請当該年度に自動車検査

証の交付を受けられる車両で

あること。 



イ 申請車両は、自動車検査証

の自家用・事業用の別の欄が

「自家用」であること。 

ウ 一般社団法人次世代自動車

振興センターが実施する補助

の補助対象車両一覧の電気自

動車の欄に記載されている車

両であること。 

エ リース契約でないこと。 

備考 

補助金の交付は、補助金の交付対象となる設備の種類ごとに１つの住宅（一

戸建の建て方のものをいう。（１）から（３）までに限る。）又は１人（（４）

に限る。）につき１回限りとする。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第９条関係） 

様式第８号（第10条関係） 

様式第９号（第10条関係） 

 


